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(57)【要約】
【課題】 患者（診療所）側からの自由な選択によっ
て、登録された複数の検査センターの中から、解析価
格、解析時間、専門及び、過去の実績等を基準にして、
希望の検査センターを選択して解析を依頼可能な生体情
報検査支援システムを提供する。
【解決手段】 通信回線網１を介して接続された、複数
の解析依頼端末3-1～3-4と、複数の解析センター端末4-
1～4-4及び管理用サーバ２とよりなる生体情報解析支援
システムにおいて、前記管理用サーバには、前記複数の
解析センターの個々の業務内容データを蓄積した記憶手
段と、前記記憶手段に蓄積された業務内容データから、
前記解析依頼端末の要求に応じた任意の統計項目で抽出
したメニューリストを作成するメニューリスト提供手段
とを備え、前記解析依頼端末では、前記メニューリスト
により希望する解析センターを選択して、当該解析セン
ターに生体情報の解析を依頼する生体情報解析支援シス
テム。
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【特許請求の範囲】
【請求項1】  通信回線網を介して接続された、複数の
解析依頼端末と、複数の解析センター端末及び管理用サ
ーバとよりなる生体情報解析支援システムにおいて、
前記管理用サーバには、
前記複数の解析センターの個々の業務内容データを蓄積
した記憶手段と、
前記記憶手段に蓄積された業務内容データから、前記解
析依頼端末の要求に応じた任意の統計項目で抽出したメ
ニューリストを作成するメニューリスト提供手段とを備
え、
前記解析依頼端末では、前記メニューリストにより希望
する解析センターを選択して、当該解析センターに生体
情報の解析を依頼することを特徴とする生体情報解析支
援システム。
【請求項２】  前記メニューリストの統計項目として
は、解析価格、解析時間、過去の依頼実績及び解析レベ
ルの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１に
記載の生体情報解析支援システム。
【請求項３】  前記生体情報は、ホルター心電計により
所定時間計測された心電波形情報であり、前記解析依頼
端末には、当該ホルター心電計によって記録されたデー
タを読み取る手段を含むことを特徴とする請求項１又は
２に記載の生体情報解析支援システム。
【請求項４】  前記解析依頼端末は、診療所、病院又は
在宅に設置され、前記メニューリストの統計項目の選択
手段と、前記解析センターからの解析結果を出力する出
力手段とを含むことを特徴とする請求項１～３のいずれ
か１項に記載の生体情報解析支援システム。
【請求項５】  前記通信回線網は、インターネットであ
り、任意の統計項目に基づくメニューリストでの解析セ
ンターの選択によって、当該解析依頼端末と解析センタ
ー端末との間の接続状態が確立することを特徴とする請
求項１～４に記載の生体情報解析支援システム。
【請求項６】  前記メニューリストの表示画面には、各
解析センターの解析価格、解析時間、及び解析センター
からのコメントの少なくとも１つが表示されることを特
徴とする請求項１～５に記載の生体情報解析支援システ
ム。
【請求項７】  前記解析センターからのコメントには、
専門医によるコメント付き、又は、ポイントサービスが
含まれることを特徴とする請求項６に記載の生体情報解
析支援システム。
【請求項８】  通信回線網を介して接続された、複数の
解析依頼端末と、複数の解析センター端末及び管理用サ
ーバとよりなる生体情報解析支援方法において、
前記解析依頼端末から前記管理用サーバにアクセスし
て、任意の統計項目で抽出された解析センターのメニュ
ーリストを得るステップと、
前記メニューリストの中から希望する解析センターを選
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択して、生体情報解析を依頼するステップと、
前記解析センターから解析結果を受信するステップと、
を含むことを特徴とする生体情報解析支援方法。
【請求項９】  前記メニューリストの統計項目として
は、解析価格、解析時間、過去の依頼実績及び解析レベ
ルの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項８に
記載の生体情報解析支援方法。
【請求項１０】  前記生体情報は、ホルター心電計によ
り所定時間計測された心電波形情報であることを特徴と
する請求項８又は９に記載の生体情報解析支援方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、携帯型の心電計（ホル
ター心電計）の如き生体情報検査機器の測定データを通
信回線網を介して任意の解析センターに送信して、当該
解析センターで解析した解析結果を得るシステムに関す
る。
【０００２】
【従来の技術】この種の通信回線網を使用した医療情報
処理システムの従来例として、特開平11-89802号公報に
記載のものがある。上記公報に記載のものは、医師側の
装置（センター装置）と複数の患者側の装置（在宅装
置）を通信回線網（例えばISDN回線網）を介して接続可
能として、センター装置から所望の在宅装置に対して生
体情報の計測開始を支持する。この指示を受けた在宅装
置は、心電図情報、心拍数、体温、脈波計（SpO2）の計
測を開始するとともに、カフを加圧して血圧測定を開始
する。そして、得られた測定結果や計測パラメータのト
レンド・リコール・アラームの記録結果等を通信回線
（ISDN回線）を介して送信する。それとともに、患者側
及び医師側にテレビカメラ及びディスプレイを備えてお
き、撮影した映像を相互に送信することによって、医師
が患者の顔色やしぐさ、声、及びバイタルサインを見な
がら病状の変化を把握可能として、患者に対して生活上
のアドバイス等を直接的に与えるものである。また、従
来、患者に装着された携帯型生体情報計測装置により計
測され記録媒体に記録された患者の生体情報を、診療所
ないし病院から、生体情報の解析を専門とする解析セン
ター等に送信し解析を依頼するシステムがあった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】上記従来の通信回線網
を使用した医療情報処理システムは、患者側（在宅装
置）と医師側（センター装置）とが通信回線網を介して
接続されて、心電図情報、心拍数、体温、SpO2及び血圧
情報からなる生体情報を遠隔地にいるセンター装置に送
信することが可能になってはいるが、送信先のセンター
装置は、予め設定された特定のものに限られていて、患
者側には選択の余地が存在しないシステムであった。ま
た、従来のシステムは、患者と医師との間の生体情報及
びアドバイス情報の相互送信であって、生体情報の内容
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の解析を専門的に扱うものではなかった。さらには、診
療所ないし病院から生体情報の解析を依頼するために、
記録された生体情報を解析センター等に送信するシステ
ムでは、予め設定された特定の解析センター等に限られ
ていて、診療所ないし病院側には選択の余地が存在しな
いシステムであった。
【０００４】本発明の課題(目的)は、患者、診療所ない
し病院側からの自由な選択によって、登録された複数の
検査センターの中から、解析価格、解析時間、専門及
び、過去の実績等を基準にして、希望の検査センターを
選択して解析を依頼可能な生体情報検査支援システムを
提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため
に、通信回線網を介して接続された、複数の解析依頼端
末と、複数の解析センター端末及び管理用サーバとより
なる生体情報解析支援システムにおいて、前記管理用サ
ーバには、前記複数の解析センターの個々の業務内容デ
ータを蓄積した記憶手段と、前記記憶手段に蓄積された
業務内容データから、前記解析依頼端末の要求に応じた
任意の統計項目で抽出したメニューリストを作成するメ
ニューリスト提供手段とを備え、前記解析依頼端末で
は、前記メニューリストにより希望する解析センターを
選択して、当該解析センターに生体情報の解析を依頼す
る構成の生体情報解析支援システムとする。この構成に
よって、診療所側からの自由な選択によって、登録され
た複数の検査センターの中から、解析価格、解析時間、
専門及び、過去の実績等を基準にして、希望の検査セン
ターを選択して解析を依頼できる。（請求項１）
【０００６】また、前記メニューリストの統計項目とし
ては、解析価格、解析時間、過去の依頼実績及び解析レ
ベルの少なくとも１つを含む構成であるので、解析に要
する価格や解析に要する時間（解析結果が得られる日
時）等を考慮して、ユーザの希望にあった選択が可能に
なる。（請求項２）
また、前記生体情報は、ホルター心電計により所定時間
計測された心電波形情報であり、前記解析依頼端末に
は、当該ホルター心電計によって記録されたデータを読
み取る手段を含む構成とする。（請求項３）
【０００７】また、前記解析依頼端末は、診療所、病院
又は在宅に設置され、前記メニューリストの統計項目の
選択手段と、前記解析センターからの解析結果を出力す
る出力手段とを含む構成とする。（請求項４）
また、前記通信回線網は、インターネットであり、任意
の統計項目に基づくメニューリストでの解析センターの
選択によって、当該解析依頼端末と解析センター端末と
の間の接続状態が確立する構成とする。（請求項５）
【０００８】また、前記メニューリストの表示画面に
は、各解析センターの解析価格、解析時間、及び解析セ
ンターからのコメントの少なくとも１つが表示される構
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成とする。（請求項６）
また、前記解析センターからのコメントには、専門医に
よるコメント付き、又は、ポイントサービスが含まれる
構成とする。（請求項７）
【０００９】通信回線網を介して接続された、複数の解
析依頼端末と、複数の解析センター端末及び管理用サー
バとよりなる生体情報解析支援方法において、前記解析
依頼端末から前記管理用サーバにアクセスして、任意の
統計項目で抽出された解析センターのメニューリストを
得るステップと、前記メニューリストの中から希望する
解析センターを選択して、生体情報解析を依頼するステ
ップと、前記解析センターから解析結果を受信するステ
ップとで生体情報解析の支援を行う。（請求項８）
この方法により診療所側からの自由な選択によって、登
録された複数の検査センターの中から、解析価格、解析
時間、専門及び、過去の実績等を基準にして、希望の検
査センターを選択して解析を依頼できる。
【００１０】また、前記メニューリストの統計項目とし
ては、解析価格、解析時間、過去の依頼実績及び解析レ
ベルの少なくとも１つを含む構成とする。（請求項９）
また、前記生体情報は、ホルター心電計により所定時間
計測された心電波形情報とする。（請求項１０）
【００１１】
【発明の実施の形態】本発明の生体情報検査支援システ
ムの構成を図１を用いて説明する。図１において、１は
通信回線網（インターネットを含む）であり、２は本発
明の生体情報解析支援システムの中核となるホストコン
ピュータ（管理用サーバ）である。3-1～3-4は複数の生
体情報の解析を依頼する診療所等であり、4-1～4-4は複
数の解析センターであって、前記管理用サーバと前記通
信回線網を介して接続されている。
【００１２】また、前記診療所等3-1～3-4には、本生体
情報解析支援システムと契約している診療所や病院のみ
ではなく、在宅で生体情報検査機器を設置されているも
のを含まれる。そして、その構成は、図２に示す如く、
ルータ3-1bを介して通信回線網１に接続された、解析依
頼端末3-1a、イメージスキャナ3-1c及びプリンタ3-1dで
構成されている。（在宅の場合には、イメージスキャナ
やプリンタは必ずしも必要とはしない。）
前記解析依頼端末3-1aは、通常はパーソナルコンピュー
タが用いられて、当該診療所において担当する生体情報
の検査対象である患者の検査前のＩＤ、氏名等の個人デ
ータの登録を行う。検査後のデータを吸い上げて、圧縮
して対応する解析センターに送信する。なお、ホルター
心電計の場合には、測定データが記録されたカードない
し内蔵記録媒体から測定データを吸い上げるための装置
を設ける必要がある。また、解析センターからの解析結
果を受信してプリンタ3-1dに出力する。なお、個人デー
タ及び解析結果は、図示されていない記憶手段に蓄積さ
れ、必要に応じて読み出すことができる。
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【００１３】プリンタ3-1dでは、解析センターから受信
した解析結果を印刷出力する。また、ルータ3-1bは、例
えばダイアルアップルータで構成され、通信回線網を介
しての送受信の管理をしている。また、イメージスキャ
ナ3-1cは、電子データに変換するのが困難な写真や波形
図等の読取りに使用するものであって、手書きのメモ等
の入力にも使用される。
【００１４】また、前記解析センター4-1～4-4には、本
生体情報解析支援システムと契約している多数の解析セ
ンターが含まれる。そして、その構成は、図３に示す如
く、ルータ4-1bを介して通信回線網１に接続された、編
集作業用端末4-1a、イメージスキャナ4-1c及びプリンタ
4-1d、HUB4-1e及び送受信サーバ4-1fで構成されてい
る。
【００１５】前記編集作業用端末4-1aは、解析依頼端末
から送信された生体情報解析データを取り込み、付属の
解析プログラムによって自動的に解析処理できる部分は
自動的に処理する。また、医師や解析の専門家による分
析を必要とする部分に関しては、分析に必要な資料を編
集してプリンタ4-1dから印刷出力する。また、イメージ
スキャナ4-1cは、医師や解析の専門家の報告書、伝票等
の読み込みを行うために使用される。
【００１６】ルータ4-1bは、例えばダイアルアップルー
タで構成され、HUB(100Base)4-1eとで通信回線網を介し
ての送受信の管理をしている。また、送受信管理サーバ
4-1fは、解析センター4-1の総合的な管理を実行するも
のであって、編集作業用端末4-1aが複数台設置されてい
る場合には、各編集作業用端末に生体情報別に分離する
ことも可能である。
【００１７】次に、本発明の生体情報解析支援システム
の動作について図４及び図５を用いて説明する。図５
は、本発明の生体情報解析支援システムの動作フローを
示す図である。生体情報解析支援システムにおいて、複
数の解析センター及び複数の解析依頼端末を有するユー
ザとは契約が結ばれていて、それらに管理用サーバに対
するアクセスコード等が付与されている。また、管理用
サーバには、個々の解析センター及び解析依頼端末の個
別データ及び過去の解析結果に関するデータが蓄積され
ている状態とする。
【００１８】先ず、解析依頼端末では、解析依頼したい
患者の被解析生体情報を読み出して、送信用バッファ等
に蓄積しておく。（ステップS1）
なお、この被解析生体情報には、ホルター心電計の付属
のカードないし内蔵記録媒体から読み出したデータのみ
でなく、イメージスキャナで読み込んだ写真や手書きの
コメント等を付加することができる。
【００１９】解析依頼端末から管理用サーバに対してア
クセスする。（ステップS2）
このアクセスによって、解析依頼端末の表示画面には、
解析センターの選択メニューが表示される。選択メニュ
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ーとしては、このシステムと契約している多数の解析セ
ンターを、解析価格順、解析時間順、解析レベル順及び
過去の解析実績等の複数の統計項目の中から任意の統計
項目を選択する様に表示される。（ステップS3）
ステップS3によって表示された統計項目から任意の統計
項目を選択する。(ステップS4)
【００２０】統計項目の選択によって、選択された統計
項目に対応した、解析センターの選択画面が表示され
る。（ステップS5）
この画面の表示の例を図４に示す。図４の(1)は、過去
の解析実績で抽出された解析センターを示している。こ
の図では、○○研究所、×解析センター及び○×医療情
報（株）が、過去に解析を行ったことを示し、それぞれ
の解析センターでの、解析に要する価格、解析に要する
時間及び各解析センターからのコメントが表示されてお
り、希望する解析センターを容易に選択できるようにな
っている。また、図４の(2)は、解析価格順を選択した
場合であって、○○研究所、×解析センター、○×医療
情報（株）、○解析センター、××研究所及び×○医療
（友）が、解析に要する価格順に表示されて、希望する
価格に合致した解析センターを容易に選択できるように
なっている。なお、図４の(1)及び(2)の表示画面上に、
他の統計項目に移動するための表示を設けることも可能
である。
【００２１】この図４の(1)又は(2)の画面で、希望する
解析センターを選択（クリック）する。これにより、解
析依頼端末と管理用サーバの通信回線網が接続され、解
析依頼端末からデータが一旦管理用サーバに送信され
る。（ステップS6）
そして、管理用サーバと選択された解析センター間の通
信回線網を介した接続が行われる。（ステップS7）
【００２２】さらに、管理用サーバから解析センターに
対して解析に必要なデータの送信が行われる。（ステッ
プS8）
送信が終了すると、通信回線の接続は解除される。解析
センターでは、送信されたデータに基づいて、ＣＰＵに
よる自動的な解析処理及び、医師や専門の解析者による
精密な分析が行われる。（ステップS9）
【００２３】解析結果（報告書）が、解析センターから
解析依頼端末に送信される。（ステップS10）
解析依頼端末では、受信した解析結果（報告書）を印刷
して一連の処理を終了する。（ステップS11）
【００２４】なお、図５には示されてはいないが、解析
に要した費用が解析を依頼した診療所等から解析センタ
ーに支払われると共に、その費用の一部から又は別に本
生体情報解析支援システムの運営者に手数料として支払
われる。また、本発明の生体情報解析支援システム（方
法）の実施にあたっては、通信回線網を介してのデータ
の送受信に際して、伝送されるデータは個人のプライバ
シーに関与した部分が極めて多いので、伝送信号を暗号
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7
化する等のプライバシー保護の手段を講じるのが望まし
い。
【００２５】また、図４に示す「センターからのコメン
ト」は解析価格や解析に要する時間のみでなく、それぞ
れの解析センターの特徴（セールスポイント）を示すた
めのものであって、多数の解析センターの中から、ユー
ザ（診療所）がより最適な解析センターを選択するのに
役立つものである。そして、セールスポイントの記載例
として、以下のものが考えられる。
【００２６】・解析結果を早く届ける。解析作業を行う
スタッフが常時待機していて、解析の依頼を受けると即
座に報告書の作成をします。この例は、料金が高くて
も、すぐに解析結果を知りたい場合に適している。
・料金が安い。必要最低限の解析項目のみを、営業時間
内に限って行うことでコストを削減している。この例
は、解析結果を特に急ぐ必要がなく、解析の項目も必要
最低限で良い場合に適している。
・専門医のコメントが付く。著名な専門医のコメント
や、治療指針が解析結果に付けられる。生体情報の種類
毎にそれぞれの分野の著名な専門医と契約しておき、解
析結果に基づいたコメントや治療指針を付属資料として
添付して送信されるので、より詳細な報告書を求める場
合に適している。
・ポイントサービス（キャシュバック、無料解析特典、
景品引き替え）が付く。同じ解析センターを繰り返し使
用することによって、付与されるポイントを加算してい
き、所定のポイントを獲得した段階で、現金などのキャ
シュバックサービス、10件に1件の無料解析サービス、
景品の提供サービス等を行うことによって、各解析セン
ターが工夫を凝らしたサービスによって顧客の獲得を目
指す。
【００２７】
【発明の効果】請求項１に記載の発明では、通信回線網
を介して接続された、複数の解析依頼端末と、複数の解
析センター端末及び管理用サーバとよりなる生体情報解
析支援システムにおいて、前記管理用サーバには、前記
複数の解析センターの個々の業務内容データを蓄積した
記憶手段と、前記記憶手段に蓄積された業務内容データ
から、前記解析依頼端末の要求に応じた任意の統計項目
で抽出したメニューリストを作成するメニューリスト提
供手段とを備え、前記解析依頼端末では、前記メニュー
リストにより希望する解析センターを選択して、当該解
析センターに生体情報の解析を依頼する構成の生体情報
解析支援システムとする構成によって、診療所側からの
自由な選択によって、登録された複数の検査センターの
中から、解析価格、解析時間、専門及び、過去の実績等
を基準にして、希望の検査センターを選択して解析を依
頼できる。
【００２８】また、請求項２に記載の発明では、前記メ
ニューリストの統計項目としては、解析価格、解析時
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間、過去の依頼実績及び解析レベルの少なくとも１つを
含む構成であるので、解析に要する価格や解析に要する
時間（解析結果が得られる日時）等を考慮して、ユーザ
の希望にあった選択が可能になる。また、請求項３に記
載の発明では、前記生体情報は、ホルター心電計により
所定時間計測された心電波形情報であり、前記解析依頼
端末には、当該ホルター心電計によって記録されたデー
タを読み取る手段を含む構成とするので、ホルター心電
計によるデータの解析に特に適している。
【００２９】また、請求項４に記載の発明では、前記解
析依頼端末は、診療所、病院又は在宅に設置され、前記
メニューリストの統計項目の選択手段と、前記解析セン
ターからの解析結果を出力する出力手段とを含む構成と
するので、解析依頼端末から容易に最適の解析センター
の選択が可能になる。また、請求項５に記載の発明で
は、前記通信回線網は、インターネットであり、任意の
統計項目に基づくメニューリストでの解析センターの選
択によって、当該解析依頼端末と解析センター端末との
間の接続状態が確立する構成とするので、解析センター
の選択（クリック）によって、自動的に解析依頼端末と
選択された解析センターの通信回線の接続が行われる。
【００３０】また、請求項６に記載の発明では、前記メ
ニューリストの表示画面には、各解析センターの解析価
格、解析時間、及び解析センターからのコメントの少な
くとも１つが表示されるので、解析センターの特徴を理
解した上で希望する解析センターの選択が可能になる。
また、請求項７に記載の発明では、前記解析センターか
らのコメントには、専門医によるコメント付き、又は、
ポイントサービスが含まれるので、専門医のコメントや
ポイントサービスの如き、より好みにあった解析センタ
ーの選択が可能になると共に、解析センターにとって
も、他の解析センターとの差別化を行うことが可能にな
る。
【００３１】請求項８に記載の発明では、通信回線網を
介して接続された、複数の解析依頼端末と、複数の解析
センター端末及び管理用サーバとよりなる生体情報解析
支援方法において、前記解析依頼端末から前記管理用サ
ーバにアクセスして、任意の統計項目で抽出された解析
センターのメニューリストを得るステップと、前記メニ
ューリストの中から希望する解析センターを選択して、
生体情報解析を依頼するステップと、前記解析センター
から解析結果を受信するステップとで生体情報解析の支
援を行う方法により診療所側からの自由な選択によっ
て、登録された複数の検査センターの中から、解析価
格、解析時間、専門及び、過去の実績等を基準にして、
希望の検査センターを選択して解析を依頼できる。
【００３２】また、請求項９に記載の発明では、前記メ
ニューリストの統計項目としては、解析価格、解析時
間、過去の依頼実績及び解析レベルの少なくとも１つを
含む構成とするので、ユーザの希望にあった解析センタ
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ーの選択が容易にできる。また、請求項１０に記載の発
明では、前記生体情報は、ホルター心電計により所定時
間計測された心電波形情報とするので、ホルター心電計
による測定データの解析に最適な解析支援方法が得られ
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の生体情報解析支援システムの構成を示
す図である。
【図２】診療所側設備の構成を示す図である。
【図３】解析センター側設備の構成を示す図である。 *

10
*【図４】解析センターを選択するための選択画面の例を
示す図である。
【図５】本発明の生体情報解析支援システムの動作を示
すフロー図である。
【符号の説明】
１              通信回線網
２              管理用サーバ
3-1～3-4        診療所
4-1～4-4        解析センター

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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